
御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和

に関する条例が令和８年１０月１日から施行されます 
 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策として、再生可能エネルギーは主力電源と位置づけられており、本市においても再生可能エネ

ルギーの積極的な活用は重要施策の１つとなっていますが、周辺住民との合意形成が不十分なまま運用され、自

然環境、景観、生活環境に影響を与えている事例や災害の発生が懸念される事例もあります。 

御殿場市が地球温暖化対策を推進する上では、世界文化遺産である富士山の豊かな恵みとの共生という点か

らも、本市の美しい景観、豊かな自然環境及び良好な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を

図ることが重要であることから、その必要事項を定めた条例を制定しました。【令和８年１０月１日施行】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 発電出力が１０ｋＷ以上の太陽光発電（営農型も含む）・風力発電・バイオマス発電を行う事業 

(2) 系統用蓄電池を設置する発電事業 

※建築物の屋根、屋上又は壁面に設置するもの又は建築物での消費を目的として当該建築物の同一敷地内に

設置するものは適用外とします。 

※令和8年10月1日以後に関係法令に基づく許認可等の申請又は届出を行う事業に適用します。 

対象事業 
 

対象事業を行う場合は「市長の同意」が必要となります。 

条例の目的に事業区域の全部または一部が「抑制区域」に位置するときは原則同意しません。 

①国立公園特別地域・特別保護地区（自然公園法） 

②鳥獣保護区・特別保護地区（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律） 

③廃棄物最終処分場（搬入が終了し、廃止手続きが完了した処分場は除く）（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

④要措置区域（土壌汚染対策法） 

⑤地域森林計画により定めた森林区域・保安林（森林法） 

⑥農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律） 

⑦第１種農地（農地法） 

⑧国指定文化財（有形文化財・記念物）所在地（文化財保護法） 

⑨県指定文化財（有形文化財・記念物）所在地（静岡県文化財保護条例） 

⑩市指定文化財（有形文化財・記念物）所在地（御殿場市文化財の保護に関する条例） 

⑪埋蔵文化財包蔵地（文化財保護法） 

⑫世界文化遺産の資産範囲・緩衝地帯・保全管理区域 

（世界遺産「富士山－信仰の対象と芸術の源泉」遺産影響評価マニュアル（令和３年４月富士山世界文化遺産協議会））  

⑬工業専用地域を除く用途地域地域（都市計画法） 

⑭景観整備重点地区（御殿場市総合景観条例） 

⑮旧宅地造成工事規制区域（令和４年５月２７日法律第５５号改正告示前の宅地造成及び特定盛土等規制法） 

⑯洪水浸水想定区域（水防法） 

⑰砂防指定地（砂防法） 

⑱土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律） 

抑制区域 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手続きの流れ 
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【問い合わせ】御殿場市役所環境市民部環境課 TEL：0550-83-1603 e-mail：kankyo@city.gotemba.lg.jp 
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条例の規定が順守されない場合には、指導・助言等の手続きを経て、必要な措置を取るよう勧告

し、正当な理由なくこれに従わない場合には、事業者名・勧告内容を国及び県へ報告するととも

に、公表します。 

違反措置 

 

○事業計画段階 
・関係法令に基づく手続き 

・事前協議             （事業に着手する６か月前まで） 

・近隣関係者説明会         （発電事業届出書兼同意申出書の提出前まで） 

・発電事業届出書兼同意申出書の提出 （市長が別で定める日まで） 

 

○工事着手後～事業実施段階 
・着手届出書の提出         （あらかじめ）５０ｋＷ未満は省略可 

・設置（撤去）完了届出書の提出   （設置完了後１０日以内） 

・侵入防止措置 

・設備の維持管理に関する報告    （各年度の翌年度４月３０日まで・災害発生時） 

・地位承継届出書の提出※      （事業譲渡等が生じた場合） 

※承継内容により、併せて事業変更届出書の提出 

 

○事業廃止段階 
・事業中止届出書の提出       （あらかじめ） 

・事業廃止届出書の提出       （あらかじめ） 

・設置（撤去）完了届出書の提出   （撤去完了後１０日以内） 

手続きの流れ 

施行日より前に関係法令に基づく許認可等の申請又は届出を行っている事業は、条例の一部の規定

（侵入防止措置等）が適用されます。また、施行日以後に規則で定める変更をしようとするものに

ついては、この条例の適用となります。 

そ の 他 


